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解説版

※事業主および健康管理担当者のみなさまへ
こちらはChangeの解説版となっております。健康管理担当者や事業主のみなさまの事業所の健康づくりの取組みを
応援するための情報を掲載しております。従業員のみなさまの質問の回答や健康づくり事業の資料にお役立てくだ
さい。
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ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：『働く世代のための
健康情報について』

がん治療と仕事の両立支援のために

国立がん研究センターの推計では、年間約85万人が新たにがんと診断され、そのうち約3割が
20～64歳の就労世代です。近年では、平均入院日数が短くなりつつあり、外来で通院しながら
治療を受ける患者が増えています。事業所においても、従業員が健康で働き続けるために「健
康経営」といった観点も推進されています。

※厚生労働省から「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」
（平成31年3月改訂版）が出ています。

福井県では、がん治療による外見の変化を補うための医療
用ウィッグ（かつら）や補装具等の購入費を助成しています。

①情報収集
(本人及び主治医から)
・症状、治療の状況
・就労継続に関する意見
・就労上の措置等

②「両立支援プラン」の
策定

・治療の予定に合わせ、
就労上の配慮の具体的
内容、期間を記載

③フォローアップ
・必要時プランの見直し
・人事部門、産業保健ス
タッフによる組織的な
支援
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・治療の自己決定
・ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ

・検査、治療の説明
・治療（入院・通院）
・就業継続の可否等に
ついての意見

・治療終了後のフォロー
・緩和ケア
・就業に関する意見

・仕事と治療の両立
・各種制度の利用

がん患者を支援する事業
【がん患者アピアランスサポート支援事業】

相談窓口を上手に利用しよう

様々な相談窓口がありますので、上手に利用しましょう。

・医療情報の提供や生活
全般の相談

・患者や家族が悩みや
体験などを語り合う場

・がん検診の実施
・重度心身障害者（児）
医療費助成制度

・介護保険制度
・生活保護制度

・生活福祉金の貸付制度

・傷病手当金
・高額療養費制度
・高額療養費貸付制度

【治療と仕事の両立支援のためのフロー図】

詳しくは、 がんネットふくい

助成の金額 10,000円（１人１回限り）

【問合せ先】福井県 保健予防課 TEL：0776-20-0349
または各健康福祉センター

(がん相談支援センター)

(ハローワーク)

( 福井産業保健総合支援センター) (地域包括支援センター)

・高齢者に関する相談
・介護や保健・医療・福祉
に関する相談

(患者会・家族会・サロン)

(社会福祉協議会)

・就労に関する相談
・利用可能な制度の相談

０７７８ - ５１ - ００３４
０７７８ - ２２ - ４１３５

(加入する医療保険)

・就労に関する相談

(市役所・町役場)
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